
原子力規制委員会は
大丈夫？

• 原子力規制委員会は、独立しているのか？
• 原子力規制委員会による規制は機能しているのか？
• 原子力規制委員会の審査を合格すれば、安全なのか？



原発の運転期間
「原則40年」

「１回に限り、原子力規制委員会の
審査に合格すれば20年延長」

原子炉等規制法

原子力規制委員会

原発の運転期間40年を超えて
運転をする場合、

「電力の安定供給への貢献」
などを条件に認定

電気事業法

経済産業省





経緯

• 8月24日、岸田首相は「GX（グリーントランスフォーメーション）実行会議」で、原発
の「７基追加再稼働」や原発の運転期間の延長、次世代革新炉の建設による原発の新増
設やリプレースの検討など、原発推進方針を打ち出し、関係省庁に検討を指示

• 10月5日、原子力規制委員会の山中委員長は、原発の運転期間は「利用」政策であるとし、
運転期間上限を定めた原子炉等規制法の規定を削除することを容認。

• 11月2日、原子力規制委員会は、30年を超えた原発については、定期的に（最長10年ご
とに）確認・認可を行う方針を示す。

• 11月28日、経済産業省資源エネルギー庁の審議会（原子力小委員会）で、運転期間から
休止期間を除外する案を了承。

• 12月8日、原子力小委員会にて、「再稼働」「運転期間の実質延長」「次世代革新炉の開
発・建設」「核燃料サイクルの推進」などを含む、「今後の原子力政策の方向性と行動
指針（案）」が概ね了承。

• 12月21日、原子力規制委員会にて「高経年化した発電用原子炉に関する安全規制の概要
（案）」が了承される。

• 12月22日、GX実行会議で、「GX実現に向けた基本方針（案）」が了承される。



12月28日付
東京新聞



利用と規制の分離はどこへ？

「規制」が「利用」に従属



高浜原発１号機の監視試験片の取り出し

•運転開始後48年経過している高浜原発1号機（福井県）におい
て、関西電力は、監視試験片の取り出しを4回しか行っていな
い。関電が、1回の検査で「母材」もしくは「溶接金属」の試
験片のどちらか一方しか取り出さず、どちらかしか試験を行っ
ていなかったことが裁判で明らかになった。
事実上、検査の頻度を下げていたことに。（老朽原発40年廃炉訴訟）

•原子力規制委員会は、これを問題視していなかったのみならず、
監視試験片の検査の実データを持っていなかった。関電の提出
した評価結果のみをうのみに。

•「問題ではないか？」という市民団体の問いに対して、規制庁
は「実データを確認するようなリソースはない。事業者の評価
の妥当性を確認すればよい」と回答。


